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地主制の危機と農村支配構造

一当別村についてのケース・スタディー

中 嶋 イ言
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I 課題

昭和恐慌とりわけ農業恐慌による日本資本主義の構造的危機が日本ファシズ

ムの形成の契機となり，それ放に，日本ファシズムが農村をくまなく再編した

ことについては，既に多くの研究の示すところである。しかしながら rファ
シズム」とし、う強力な人民支配が r末端における人民支配Jの部面で，いか
に必然化され，どのように展開したかについては必ずしも充分に解明されてい

るわけではない。

この課題に関しては，例えば「経済更生運動」についての町村レヴェルでで

1 )その一例として『日本資本主義の発展と農業及び農政』井上晴丸をあげる。
2) Ii日本ファシズムと人民支配の特質』木坂順一郎「歴史における国家権力と

人民闘争JCi歴史学研究J'70年度大会報告)p. 1170 
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の研究がし、くつか見られ，そこでは農村におけるファシズム形成の具体的なあ

らわれが深められているが，それがどのようにして準備されたか，つまりファ

シズムに先行する時期の研究に不備があるといえよう。また， r末端における
人民支配」についての分析，とりわけ北海道についてのそれは，ほとんどなさ

れていない。

小稿はこうした認識の下に，わが国の村落支配構造が，第一次大戦後恐慌か

ら昭和恐J慌へ連らなる時期に於て，いかなる状況にあったのかを分析し，そこ

から，日本ファシズムの形成，それによる農村再編の必然性を，さしあたり北

海道の農村について明らかにしようとするものである。つまり，農村における

ファシズム形成過程そのものの分析ではなく，結論を先どりして示すなら，地

主制jの政治構造における危機が各々の地域社会において表面化することのうち

に，ファシズムによる強力な政治構造への再編の必然性を検出したいのであ

る。

従って，分析は，時期的には地主制の構造的危機開始から「更生運動」突入

前までに概ね限定される。また，農村支配構造の分析とし、う課題に，できるだ

け具体性を失なわずに接近するために，ここでは，石狩郡当別村を対象とした

ケース・スタディの形をとりたし、。

ここで当別村をとり上げるのは，ひとつには史料上の都合に依るが，同村が

寄生地主制の特質をよく備えており，各階級・階層の動向は戦前の農村の一般

的なそれを示すと考えられること，更に，より積極的には，地主制の凋落過程

に対応して，道会レヴェルで、なされた政友会，民政党の対立が村内で再生産さ

れた数少い「政争の村」のひとつであり，その中に階層聞の対抗関係を明瞭に

読みとることができると考えられること，による。

E 村落支配層の構成

(1) 当別村における地主制の展開

政治構造の検討に入る前提として，当別村の経済構造が明らかにされる必要

があるが，これまでほぼ純農村として発展してきたことから，地主制の展開過

程を簡単にあとづけることでその作業に替えよう。

3) [f'日本ファシズムの形成と農村経済更生運動J森武麿「世界史認識と人民闘
争史研究の課題Jcr歴史学研究J' 71年度大会報告)p. 1350 
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当別村の開拓は明治4~12年における旧岩出山藷主伊達邦直及び旧家臣の団

体入殖(計143戸)によって開始される。続いて同16年には豊前団体 (50戸)，

20年を前後する団体及び個人入殖の進展により次第に人口の増加をみるが，そ

れが本格化するのは明治26年の殖民区画設定以降にもちこされる。

この時期における小作制開墾農場の設立状況についてはその一部をく第 1

表>に示したが，こうした農場の相次ぐ設立は云うまでもなく「北海道土地払

下規則J(19年〉以降の「資本の移住J政策の進展によるものである。当別に

おいて確認しえたものはこの他に10農場(うち村有が2農場〉が明治37年まで

に設立され，貸下地積は計3，284町以上，小作戸数は計406戸以上が17人の農場

主によって分割される。かくして30年代の後半には，北海道型「開発地主」を

中核とした地主制の確立が見られるのである。

1111褒 当量林す農揚股立状況(一部)

① 

② 

概 況(斡地面積、小作戸散)
島場名 設立年 所有者及管理人

大正一年 事 考

平安塵場 目月 26 畑73.6町(内来利用地15町)大正15年、畑93.3町、回 2.0町 京都・回中利兵衛『農地球革

小f位。戸 管理人泉亭俊広
西国農場 • 26 畑109.1町{内未利用地25) h¥都(?)・西田作次郎『大正8年卦割鵡撞

小作'29戸 管理人藤木安太郎

野村農場 φ27 畑150.5町(内未利用地46)昭和6年、緋地主07町 野村五右衛門(不在)→昭和6年解放

小作，n戸 小{伺G戸

石本塵場 28 畑却O町(内未利用地150) 岡田八十八噌明36掘弁半左衛門ー明38石本(在村)
小作28戸 『分害r](的}>)-大正中期山田(在村)→大10石原

{悲鳴)司令拓録時農地改革

久保塵場 φ28 当初 70町、小作10p 久保兵太郎.-明治40年代lニ解散
岡田豊場 。28 。170町、小作25戸 岡田佐助(不在) 後分割晦波
伊連塵場 。28l畑硲 3町(内来事l用19.4) φ 13日野T.'J、作15戸

φ33 小作26戸 。285町、小作お戸 研違正人-(一部積渡l-農地改革
広田農場 φ35 今 26日町、小作2C戸、大正8年畑30町広自慢作(岩見沢)-分割按渡

③ 

④ 

⑤ 

⑥

⑦

⑧

 

@ 

道庁、島局調査(T.1) 当別村、当別村史(S.13)その他による。

日露戦争後の40年代の不況，不作は，それまでの開拓方式，地主制，農民層

分解の様相を大きく変えた。<第 1表>⑥・⑦・⑨及び時期的には早いが⑤の

例に示されるように，小作農場の移動・解散が相次ぎ，既耕地集中による新た

な地主層の進出がみられるのである。この新たな地主層は，それ以前に一定の

展開をなしとげた自作上層(このうちには旧岩出山藩士が多く含まれる。ま

1 )湯沢誠『北海道における資本と農業JJ (伊藤俊夫編「北海道における資本

と農業J)参照。なお，地主制lの展開過程についての多くの指摘をこれに依
った。
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た，く第5表>の④等)，そして，大麻の販売等によって資本蓄積を進めた商

人(く第8表>の@，後に商業をやめ地主自作となるがく第5表〉の@等〉な

どから構成されていた。

一方，道庁の開拓方式が自作開墾に修正され，これを受けて，自作開墾がこ

の期に一定の進展を見せるが，これらは不況・不作によって農民的小所有の没

落に遭遇せざるをえず，離農あるいは小作化の道を辿り，約5割の小作戸数比

率を形成する。かくして，明治末あるいは大正の初年に，その後の当別村の経

済・政治を大きく規定する寄生地主制の骨格がほぼ完成する(く第2・3表〉

参照)。

第2褒 当別村農家階層別戸数及びその増減

総戸数 自 作自小作 作総戸数 自 作自小作 fi' 
M40 

1.35F9 2 6出4.7 87戸9 
ラ6 /' 同戸 I F ラ6 pl時 ri 1% /' 

2.9 40 32.4 440 

4トー44
.6.15.7 0.3 15.4 

218 6106 10 314 

M44 
49.0 3.2 47.8 

1，577 773 50 I 754-

44→T3  
ム0.1 ム0.6 0.7 

152 73 ム 6 85 

T3  
48.9 2.6 48.5 

1，729 846 44 839 

3-8 
0.8 1.5 ム2.3

213 120 34 59 

T 8 
49.7 4.1 46.2 

1，942 966 78 898 

8→ 9 
ム 18.6 11.3 7.3 

.0.192 .0.421 191 

31.1 15.4 53.5 
，T 9 1， 750 545 269 936 

9→S 4 6.4 .6.1.0 ム5.4
乙込58 90 ム26 6.122 

S 4 37.5 比 4 48.1 
1，692 635 i 243 814 

ぷ￥10.5 1.9 8.7 4→ 9 乙込123 ム212 12 77 

S 9 27.0 16.3 56.8 
1，569 423 255 891 

l!..i別村史(昭和13年版)、石狩支庁管内要覧による。

第3褒 当別村自小作地面積推移(単位反%)

大正3年の雑穀景気をはじめ，第一次大戦中の好況により，商品生産の急速

な拡大は農民層の新たな上昇の機会を作り出した。このことは分解が単に下降

-131ー



北海道大学農経論議第 29集

のみの局面から上・下両極へのそれへと本格化したことを意味するが，以降の

村落支配構造を分析する上で，ここで形成される自作上層は重要な意味を持

ペコ。

また，商品生産の拡大は，地元商人資本の展開においても新たな活況を作り

出した。そして，地主経済の好転もあり，雑穀仲買業者等の土地集積の開始が

見られるのである C<第5表〉の⑤等〉。

第一次大戦後の「反動恐慌」は地主制の危機を端的に表明し，その後の地主

制の凋落過程の出発点となったO 産米増殖計画を始めとして，政策的バック・

アップの下に様々な危機克服策が打出されるが，寄生地主的土地所有の退潮は

次第に明瞭なものとなるのである。当別村におけるその具体的あらわれを見ょ

う。小作農場は解放 C<第1表〉の④〕ないしは縮少(く第5表〉の②〉を余

儀なくされ，純粋の寄生地主(他に職業をもっていないという意味で〉も同様

の傾向を辿る(く第5表〉の③・④〉。又，不在地主もその例にもれなし、。例

えば，大正8年からの15年間における15町以上の不在地主のうち確認しえた19

人についての土地面積の変化を見ると，増加 2，停滞 4，減少 5，そして

完全に売却したもの :8と，明らかな後退傾向を示す。

このような，寄生地主の土地手離しの進行は商人地主，一部自作上層の所有

耕地を拡大させたが，それは自作農の増加へと直接的には結びつかなかった

し，自作地の増加にも結びつかなかった(く第2・3表>)。そして昭和恐慌

による自作中堅の没落は地主制の危機を決定的なものにするのである。

(2) 村落支配層の構成

以上地主制の展開を簡単に述べてきたが，それは，当別村の村落支配層がし、

かに形成されたかを導き出すための前提作業で、あった。続いて，村落の支配構

造が，こうした地主制の展開の中で、どのような変化をとげたかについてふれよ

う。

国家政策の遂行機関として，又，地域社会における階級支配の機構として，

それぞれの地域社会にはそれぞれの支配構造が形成される。町村議会，支庁，

部落部会(区会)，農会，産業組合，部落実行組合その他が村落支配の機関と

して機能すると考えられる。従って村落の支配構造は，これらの機関の機能及

び性格そしてそれらの相互関連を明らかにすることによって立体的に理解され
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ると思われるが，ここでは資料的制約から，村議会の階級，階層構成の分析を

主とし，適宜，産組，農会，土功組合の分析で補足することによって，当別村

の支配層の構成をみることとする。

当別村々議会議員の構成第4表

地主自作中下(うち)商人
自作上層層農小作

その{商人・その他}不明
イ也 1のうち地主/

明35- 36 

37 - 38 

39 
40 - 42 

43一大1

大 2← 4

5 - 7 

8 - 10 

11 - 13 

14一昭2
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7 - 10 

11-14 

15 - 21 
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1
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次年

く第4表>として2級町村制施行後の村会議員の構成を示す。ここには既

に，地主(農場管理人を含む〉及び地主自作のウエイトの相対的減少，商人及

びその他の職業(カッコ内は地主を兼ねる者)，自作農の比重増加が確認でき

る。

しかしながら r地主への寄食化への憧慌」に満たされ，寄生地主の藩貯と
なっていた自作上層は，地主制の構造的危機の顕在化，更には自らも没落の淵

に立たされることから，地主階級に対する即自的反抗を強める等，地主制の支

配構造の動揺を見るのには，この表のみでは不充分である。従って次に，く第

4表>を構成する支配層の発生・展開に即して，タイプわけを試み，く第4

表>にあらわれた構成員の変化の持つ意味を明らかにしよう O

明治35年，二級村制施行と共に，当別村にも村としての体系だった支配構造

2) 5町以下の土地保有者は含まれていない。叉，資料上の制約から，確認もれ
が少くないと思われる。
3) 11日本協同組合論』井上晴丸著作選集第6巻 p.106. 
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の形成がみられるが，それ以前にも，集落毎に，あるL、はし、くつかの集落にま

たがって，支配構造の形成はなされていた。各種の同族的集団の長ある L、は

「開発地主」といわれる層がそれを担っていた。とりわけ当別村の場合，旧岩

出山藩の強力な同族的社会の存在が重要であり，戸長，伍長等の地域内の行政

機構を独占し，その後も強い影響力をもちつづける。なお，これらの層の支配

の根拠は，階級的というよりはむしろ，生活関連を基礎とする指導者(支配者〉

としての性格を強く示していたと考えられる。

明治40年代不況を機に，開発地主は寄生化をとげ，土地の貸借関係を基礎と

する階級的支配者としての性格を明瞭にするが，一方，それまでの支配層の中

からも，この期までに地主としての展開を辿る者が多数現われた。

集団の指導者は，指導者であるということによって，土地条件の有利を保

ち，又，その位置によ勺て，土地集中の機会を得，地主への上昇が可能となる

のである。支配層内部における旧岩出山出身者の厚い層の物的基盤はこのよう

にして作りとげられる。

地主制確立後の地域社会の支配構造は，かくして，旧慣習を部分的に残しな

がらも，基本的に土地の貸借をめぐる階級的支配一従属の関係として形作られ

る。そして，その中核に在村大地主(農場管理人〉を，その周囲を地主自作，

自作上層の藩扉で固めるとし、う構成をなす。こうした支配構造は属人的には，

4) 1"開発地主」の小作支配の根拠が生産手段所有の諸関係を基本とすることは
明らかであろうが，当初から商品生産を目的として出発したことにより，生
産・生活の両面において，地主はリーダーとしてたちあらわれるとL、う。他
の支配の根拠も無視しえないだろう。

5)旧岩出山藩の集団を同族的と判断する有効な資料としては，明治5年制定の

「邑員IjJをあげることができる。この「邑則」は生活の各般にまでわたって
いるが，例えば， 1"第18条，農業，工業，商業を論ぜず，凡そ生産の道に於

て良法を見聞するものあらば，必ず邑中に告げ大に華IJを興すベし」とある o

6)優良地を中心に旧城主，そして旧身分の高い順に中心から外がわに向うとい
う， I日岩出山藩の土地割当にその例を見る(詳しくは， Ii当別町史j]， 当別
町，昭和47年， p. 117参照〕。

7) 1"民間団体を引き連れてきた指導者の多くは，土地の配分に当って，事務所
の分と称し或は自己の住宅用として，相当の地積を専有するのを当然として
いたJcr鹿野恵造回想録j]p. 207)。叉，旧領主の遺子，正人がく第 l表〉
@の土地を入手するに当っては旧藩士の「特別の心情JC向上 p.20のが
あった。
更に，土地売買は「大方，縁故によるJC向上 p.117)ことから，離農・
離村の際の跡地確保の条件にも恵まれていたと考えられる。
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新たな構成員が加わることによって旧岩出山藩士のウエイトが減るなどいくつ

かの変化は見られるが，概ね，戦後恐慌=地主制の凋落開始の時期まで存続す

る。

強固な地主的支配構造に新たな層が入り込むのは大正中期以降とみなされ

る。雑穀景気，大戦好況に支えられた商品生産の飛躍的拡大は，地元商人等の

新たな地主層を生み出すと共に，一部自作農の上向展開を可能としたが，この

ことは村議会の構成を変化させるのである。く第4表>についてそれを見る

なら，大正2年から11年の聞に，自作農は5名から10名に増加し，一方，地主

自作は5名から 3名にと減少するO 商人その他からなる地主は数においては変

化が示されないが 8年に選出された 3名(うち 1名は木材事業失敗により

破産， うち 1名は商庖主一小作2戸ーであるが，石材会社を創設して失敗〉が

全て入れ替り，く第5表〉の⑤・@が当選し，大正期に入ってから土地集積を

開始した地主の進出が確認されるのである。

これまで述べた地域社会の支配層の構成の変化を総括する意味で，構成員を

タイプわけし，その土地所有状況の変化をく第1図>に示す。また，く第5

表>はその具体例を示すものである。以下，く第1図〉に即して説明する。

I型支配層は，大農場創設と共に支配構造の中核をE型と共に構成するが，

40年代不況を通じての解散，更に地主制の構造的危機開始以降の縮少あるいは

解放によって，土地所有において後退する。しかしながら，彼らは一時期を除

いて(後述〉支配構造の中核にあって，農地解放を迎える。く第5表>では①

支配層の土地所有状況の変化く第1図〉

指標 明40年代不況雑穀景気戦後不況 昭和恐慌

、 ;縮小
解散

農場創設

人殖ーー ー一自作地主÷一一土地集中、寄生化十寸アーー縮小・停滞
j ‘没落

商人一一土地集中+ー拡大

自作 ! '-. 

. ー没落
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ミ解放
I型

E型

E型

N型



土地所有面積推移の比較〈第5褒〉

主な公職
町i剥) 15 年
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陣
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鱗

村議、産組役員、部

落部長

町 |町
93.3， 2.0、95.3I →農地改革

開I
94.4 94.4 明26105町貸付→大 I畑73.6→① 良亭俊広→俊一(平安農鳩管舟人)

~J 

69.3， 20.7， 90.011農業会役員‘円:組役
員

84.0、29.0、113.093.8、31.5、125.3明33畑265.9 →大 1畑285.3'→②伊達正人(伊達農場主)

{110、刷、似~ 11村議、道議、村長
23.6、29.1、52.711任組、土功率H役員、

資f干会長

:115落部長、村議

1~・ 4 、 87.1、凶 311~'~、 7口、山 .6
44.4、29.2，73.6 1'50.1、30.7，80.8 

③鹿野恵遺
(下段は揚山義雄名義)

().;iEJ:liド111/こ没落、税地ニO村外へ)45.3、40.9、86.269.8、42.3、112.1"1127 "1129 明39
小jj，→ 15~r→畑27町、凹 3 町→

④ 山田四郎次
-
1
-
u
a
l
t
 

32.1、3.4，35.5 1)45.4、12.0、87.-111村議、任制li空Jj
'20.5、33.9、54.4

20.4 20.4 ⑤辻野辻太郎(雑穀商-).;正初期から)

(下段は辻野武男名義)

幣
M
唱
粉

21.3、39..)、 60.711付議、村医103.2、16.6、119.862.3、15.9、78.248.5、 8.7、57.2⑥池田 ー修(医者、 大正15年から江当軌道KK社長)明治28年人付

付議、 jす初、土功締

役員

10.0 10.0 9.8 9.8 ⑦倉知由秋(自作)

8.8、51.3， 60.1 11 部務部長、村議、 jl~
組、土功組役員

35.3、7.0、42.320.0 20.0 ③山田伊作(自作のち寄生化)

o 村長、村議、産組役
員

5.0 5.0 ⑨ )1)本悦平(自作)



地主制!の危機と農村支配構造

-②がその具体的な例である。

次にE型支配層は，概ね自作→自作地主→寄生地主とL、う経路を辿るが， 1 

型同様に大正中期以降，経済的，政治的に後退を示す。<第5表>において

は，~そして大正13年に離村を余儀なくされた④が，その例として示されてい

る。この他，完全に寄生化しない層も，主な資本蓄積の手段を小作料に依存す

るという点で，従って又，凋落に向わざるを得ない層として， n型に含まれるo

E型がE型と区別されるのは，く第 1図>では主な土地集積の時期の差とし

て示されているが，基本的な蓄積の手段が小作料収取以外に求められることで

範時的にも区別されよう。そしてこのことによって，地主制のおj落過程におい

ても土地所有規模を拡大させるのである。又，当別村において小作料収取以外

の蓄積手段が準備されるのは商業的農業の飛躍的展開以降に求められ，前述の

時期的な差は，この結果としてあらわれる。なおく第5表>の例としては⑤・

@があげられる。彼らは後述の公正会の中核となる。

最後にW型支配層であるが，第一次大戦の好況期に自作中農から上層農に展

開を遂げ，支配層の構成員となるが1， JI型の没落と共に支配層の内に厚い

層を形成する。この層の多数がE型と共に公正会を構成し， 1， JI型を中核と

した旧派と対抗するが，例えば当初公正会に属していて，後に寄生化を強め旧

派に属する例(く第5表>の⑧)は， m:.IV層の地主制に対する対抗の限界を
示すものといえよう。又，⑨の例のように，戦後不況期を通じて没落し，小作

化する場合も含まれる。

繰返しになるが，当別村の支配構造の大まかな変化について要約しよう。

1 . JI型を中核としてその周囲を耕作地主，自作が藩扉として固める地主的

支配構造は，まず経済構造における地主制のみj落過程が開始されると共に，次

第に変化をとげた。すなわち， ][.IV型支配層の進出であり，しかも，これら

の層は，地主的支配構造を補強するのではなく，崩壊を促進する形で現われ，

次第に支配構造内でのウエイトを高めるのである。

E 地主制の凋落

(1) 小作争議

大正9年の反動恐慌以降， 1・且型支配層の土地所有構造における後退は明

らかとなるが，政治構造においても後退をとげ， ][.IV型層の前進がみられる
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のである。以下，この点について，ややたち入って検討しよう。

地主制の危機の第一の要因が小作争議の頻発にあったことは多言を要しな

い。当別村においても，その部分的資料しか確認しえていないが i時勢の推

移と経済事情の変遷に依り，……往々争議を見る」に至る。

争議の直接的契機は概ね不作を理由とし，小作料の一時減免要求を掲げる

が，次第に仁年々練返して永久減免を希望するもの」も現われるー争議形態に

ついては，集会及び決議，代表による交渉，小作米の白、主管理と多様な展開を

みせる。

一方，この様な積極的な手段にいかないまでも，逃亡，小作米の隠匿はかな

りの規模で行なわれたと考えられる O

そして相次ぐ小作争議の前に，小作料は明確に減少に向うのであるく第6

表>。

第6表 当別村平均小作料の推移(反別)

回 畑

上 中 下 上 中 下

明治40年 I 0.60石10.4吋 0.2吋 2.0吋 1.50円10.70円
大正8年 10.80 1_0.60 1 0.30 I 5.00 1 3.00 1.50 

昭和4年 10.70 10.40 I 0.20 14.00 12.50 11.00 
当別村史(昭和13年)p. 230. 

1) r村史j] (昭和13年)p. 2330 
2)向上。
3)大正15年には，鹿野恵造，湯山義雄の小作が中心となり，村内の勝円寺で小
作人数10名 (40~50名ともいわれる〉の結集の下に農民大会が開催され，小
作料減免を決議する。なお，主催者メンパーの中には，大正13年鹿野恵造ら
によって創設された産業組合の初代組合長で、ある原田助七(鹿野の小作〉が
含まれている事は，地主による小作巻込み策の限界を示すものと見ることが
できる。
4)大正15年，野村農場の小作を中心として，倉庫を作り，小作米を持込み，自
主管理しつつ小作料の減免をせまる争議が起きた。これには月形などから
「無産党の応援J(町史， 13年〉もあって，翌年，村長らの斡旋によりよう
やく解決を見る。なおこの地域(青山〉には月形村の小作運動の影響があっ
て，小作人組合が(この争議直前?)結成されている。野村農場は昭和6年
に解放。
日)例えば，山田四郎次く第5表④〉の小作は，共謀して小作料・「仕込み」代
金の滞納を行なL、，更には米を隠匿し r米はとれなかった」と口哀を合わ
せた。山田の場合，呉服屋経営の失敗と重なり，大正13年には土地を完全に
手離し，離村を余儀なくされる。
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小作争議の激化は地主の経済部面における後退を必然化させたが，それにと

どまらなかった。小作争議それ自体が，何よりも地主一小作の支配秩序の崩壊

を意味していた。そして更に，地主自ら法律を楯に，公権力を借りて小作争議

を猪圧するという r地主小作聞の家族主義的温情関係」の破壊に乗り出さざ

るをえなかったことは，地主制支配の根拠であった共同体的秩序の構造的危機

の何よりの証明であった。

(2) r公正会」

ところで，新たに支配層に加わったm・IV型の 1• II型に対する対抗はどう

であっただろうか。以下 r公正会」の動きを通じて検討しよう。

村内の票を「殆んど全部」集めて鹿野恵造〈く5>の③)が，道議に当選し

たのは大正9年 8月であったが，鹿野が政友会に入党したことを契機に，村内

にははっきりとした反対勢力が形成された。そして，辻野辻太郎及び池田一修

(く第5表〉の⑤及び⑥〉が中心となり，同10年には「公正会」を結成し，鹿

野を代表する「旧派J (岩出山出身者達という意味で「仙台派」ともいう〉に

対し民政党の立場を表明し r旧派J=政友会との対決色をあらわにする。

当時の村長であった吾妻阿蘇男 (<8>の②〉は『当別村史J (p. 207)で

村内政治情勢の変化を次の様に記している。

「村議会選挙は初め連名投票を採用したるを以て，選挙の都度一村の有志会

合して，選挙すべき人員の割当及び予選方法等を協定し，選挙に臨みたるを以

て頗る平穏裡に行われたるも，大正10年以降公正会と称する政派組織せられた

るを以て協定成立せず，自然二派に別れて選挙に臨むこととなれ特に昭和3

年普選以来単記投票に依るを以て，其競争一層激烈を来すに至りたり，其結果

村会に反映し村政の運用至難なるものあるに至りたりJ (傍点，引用者〉

かくして，旧派・公正会の対立は村内に第三者的立場を残さない程の激化を

示し，当別を「政争の村」として知らしめるに至る。次にこの対立の階級的性

格について検討しよう。く第7表>は聴取調査 (3名〉によって確認しえた分

についての政派毎の階級・階層構成を示す。

なお r不耕作地主」のうちわけはく第8表>に示す。

6)石田 雄『近代日本政治構造の研究Jlp. 56. 
7) r鹿野恵造回想録Jp.216. 
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加!日派・公立会における不緋作地主の性絡の差異

駿 ~ 1:地聾積 大正8年耕地所有而積村議在職期間

①鹿野恵造 岩出山出身、明4年入地(二代目) 自作→商業(明3か喝大7雑穀、雑貨}→地主(次第に寄生化) 明30年代から1地集積開始 畑54.4回87.1町 明35-昭15、昭15-村長

旧② 吾妻阿滋雄 ク ク 。 醤油醸造、明治40年にやめ、同年村助役→42年村長 先代(1日筆頭車老吾妻謙) 畑 9.8 明35-40、村長、昭3-21 

③千葉釘美 4シ 。 。 自作・地主→明33年当別官設駅逓取扱人(大15年まで)一・地主、大15f.1属牧場地無償f.I'j. 畑 0.9回 6.9 大5-昭21

派④ 泉亭俊広 京罰i 明26年 ー代目 出内省勤務→入殖同時に平安農場(篠津 2∞町、当別 160~J)管理人 (例入所<i分)畑 9.9 T8ーlか4俊一(長男)S6ー10

⑤梅基謙吉 新潟県 明32年 二代目 自作→雑貨、雑穀(臓等) 明30年代、編質付で 畑!O.4田 2.4 S3-6 

公⑥ 辻野辻太郎 福井県 ワ イ〉 自作→大正初、雑貨商 雑穀商と生ってから、 畑20.4 大11-昭21

正⑦ 池田一修 ワ 明28年 代目 村立病院長→明38、村医→明42開兼医、 大15江当軌道KK社長開兼医と寄ってから、 畑48.5田8.7 大I1-Hmo
会@深田利三郎 山師ワ (個人所有分}相.19.9(共同所有分1畑34.1 T 14-S 6 
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の差異を読みとることができょう。

不耕作地主の性格の差異からふれよう。公正会の場合，三者とも土地集積を

開始したのは概ね雑穀景気以降とされており，又，辻野・深田の場合，資本蓄

積の手段としては小作料収取が積極的に位置づけられておらず，又，池田の場

合も，大正15年以降農外に投資の部面を求める等， 1. n型の地主とは明確に
区別されよう。一方，旧派については，泉亭，鹿野は各々 1• TI型を代表し，

梅基は明治30年代に麻の仲買による資本蓄積を元に土地集積を行なったと考え

られ，吾妻・千葉も含めて，その寄生的性格を認めうる。

耕作地主の構成においても同様の差異を見出せよう。旧派が寄生化を強めて

いるのに対し，公正会は自作農の厚い層を形成する。なお，<第7表>聴取調

査の不備を補足するために所有規模別の構成を示したがく第9表>，概ね聴取

結果と合致する。

公正会の進出は地主制の凋落過程の進行と歩をーにする。く第10表〉は大正

8年から昭和7年までの5回の選挙による村議会内政派構成の推移を示したも

のであるが，次第に旧派のウエイトが後退し，公正会が過半を占める過程を理

解できょう O

議会政汲構成第10表

明
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その他
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!日次年

一方こうした動きは当然，議会において村長を選出する際によりはっきりと

現われてくる。例えば，大正15年，旧派が支える吾妻村長は辞任に追い込まれ

9)資料的制約から，大正8年の耕地所有面積(田・畑の合計〕で示した。
10)なお，旧派構成員の一人である小作〈宮本定吉〉について一言する。宮本は
昭和7年から14年まで村議に2期当選するが，これ以前に，部落(材木沢〉部
長，実行組合長を担当する等，部落内では重要な位置にあったと思われる。
材木沢部務には鹿野の小作地が集中しており，宮本自身，鹿野の小作であっ
たことから，宮本は小作総代的な位置にあり，村議選においては小作巻込み
策の一環として立候補した(させた〕と推測する。
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る。替って当時村助役であった民家 (1日派)が選ばれるが，普選の実施によっ

て決定的な優位を確保した公正会の攻撃の中で，一期のみで退くこととなる。

そして農業恐慌の嵐の中で，昭和5年公正会推進の吉原が村長に就き， T' TI 

型支配層は村落支配構造においてヘゲぞニ{を喪失するに至る。

(3) 再編の必然性

こうした1• TI型支配層の決定的な後退・地主的支配構造の崩壊の危機を招

いた要因について簡単に整理してみよう。

地主的支配の貫徹は，第一に，地主一小作の階級関係、を家族的温情で包み込

み，地主を頂点とする共同体的秩序を作り上げることによって果たされた。そ

して第2に[""ナポレオン的観念」に満たされた自作中堅が，この地主的ヒェ

ラルヒー(地主ー小作〉の中聞に位置し，地主自作一自作地主ー自作と未分化

に連続することによってその安定が保たれたのであった。

戦後恐慌の開始は，地主的支配の上記のメカニズムを全ての部面で破綻に追

いやる結果を生み出すのである。小作争議の澱化は，地主一小作の擬制的親子

関係のヴェールをはがし，むき出しの階級関係を露わにLた。自作中堅の動揺

は地主を村内において孤立化させ，更に，地主経済の悪化による土地の切売り，

売逃げ，一方における新たな地主層の出現は，それまでの地主の威信を急激に

弱化させた。また，急速な商品化の展開によって上昇をなしとげた「新たな」

自作上昇は，地主制の急速な凋落を前に[""ナポレオン的観念」の動揺をきた

い地主の支配の藩扉とはついになりえなかったのである。そして昭和恐慌は

地主制の支配構造を崩壊の危機に追い込むのである。

「公正会Jの結成・進出は上記の過程を裏側から表現するものであった。小

作層の地主に対する直接的反抗，そしてE・IV型支配層の I'TI型支配層に対

する反発，これらが[""旧派」の専横に対決する「公正会」の進出の要因であ

ったが，それらは文， 1. TI型支配層の凋落の過程で生み出されたものであっ
ザ慣

れ』。

「公正会Jはかくして，それまでの地主的支配構造の崩壊の危機に際して登

場したのであるが[""公正会」自体は，その崩壊の後に作り出されるべき新た

11) K. マルクス「ノレイ・ボナパノレトのプリュメーノレ 18 日~，原語は (idees 
napoleoniennes)で，岩波文庫版p.148て
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な支配構造を準備するものではありえなかった。辻野(く第5表>の⑤〉に代表

されるE型支配層は，小作料収取以外に積極的な資本蓄積のメカニズムを持ち

えていたとはいえ，完全にプノレジョア化しているわけで、はなかった。地主一小作

関係を通じての農産物・生産資材の売買によって前期的利潤を確保しえたし，

何よりも商人資本である限りにおいて，寄生地主制に代りうる次の生産関係を

準備することは不可能であった。

一方，地主制の凋落の直接的な打撃となった小作人の運動も，農民組合がひ

とつの部落においてのみ組織化されているように，村内で統一的な運動として

展開しえなかった。そしてこの事は，][節の注の10に示されるように，地主の

小作巻込み策・小作分断策を後で可能とするのである。

かくして，当別村の地主的支配構造は危機に頻していたが，替って登場した

「公正会」も「旧派」の支配に対する批判はできても r下半身を」地主制に
埋めこんでおり，地主制そのものの廃絶はもとより主張できなかったのであ

る。当別村の支配構造の再編は直ちになされねばならなかったが，そのブルジ

翠ア的解決の道は，内的には形成されていなかった。そしてこのことにこそ，

「上から」の支配構造再編策が強力に打出される必然性を理解できるのであ

る。ファシズムがそれを担い，再び共同体的秩序の下に編成するのである。

町支配構造の再編

(1) 再編過程の進行

もとより，当別における地主制の経済・政治の両構造における凋落は，日本

における地主制のそれのひとつのあらわれであった。日本資本主義がその基底

の上に発展を確保しえた地主的土地所有関係は，最早，資本主義の発展の径桔

と化していたのである。昭和5年の農業恐慌はこれを更に尖鋭化させ，独占資

本にその進路の選択をせまった。

園内における構造的矛盾の緩和，そして外国資本への従属性を決定的に強化

する方向ではなく r国内改革をあくまで回避し，専ら植民地侵略に逼進する
方向」がとられたのはいうまでもなし、。そして国内においては，三月事件今満

州事変を機に r侵略と弾圧の受響楽のなかでファシズム化Jが急速に進めら
1) W危機における日本資本主義の構造』井上晴丸・宇佐美誠次郎， p.55. 
2) r日本ファシズム史』問中惣五郎， p.65. 
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れた。園内の階級対立は「非常時」の名の下に民族的対立にすり替えられ，農

村問題の「解決」は請願運動と「自力更生運動」へと「善導」されるのであ

る。

さて，天皇制体制下における政治構造の危機がし、かに「克服Jされたか，と

りわけその構造の基礎をなす共同体的秩序がし、かに再編されたかについて要約

してみよう。

小作争議の昂揚による共同体秩序の構造的危機に対して，再編の手段として

最初にあらわれたのは「地方風教改善」・「協同精神の涌養」を目標とする農

家小組合の奨励であった。すなわち i小作争議による共同体的秩序分裂の危

機を『農業の改良』を表看板とする農会の基礎としての部落組織(農家小組

合〉という形で再編しようとした?ので、ある。そしてもう一方では，産業組合

の拡充，更には「自作農創設」による地主的ヒエラルヒーの安定確保が進めら

れた。

しかしながら，これらが充分で、なかったことは，とりわけ農業恐慌によって

明らかとなる。これに対する対策は i産業組合拡充五ヶ年計画」とリンクさ

れた「農山漁村経済更生運動」の展開である。そして，これによって，共同体

的秩序の再編がなされ，国家ー産業組合一実行組合という，農村の末端までの

支配機構が完成し，ファシズム体制への編成が完了するのである。

(2) 当別村における再編成過程

次に当別における支配構造再編の具体的あらわれについて簡単にふれよう。

農会を通じての実行組合の設置は大正15年に設置奨励規程が発せられると共

に開始され，同年に 3組合，昭和 2年に 2組合と年々増加を見せた。 r農事実
行組合助成規定」が道庁令を以って設けられる昭和7年には50弱の実行組合が

既に結成され，翌8年には63組合の結成が完了し，農村支配構造の再編の準備

は急速に進行した。

一方 i農村非常時局匡救問題」がクローズ・アップされる中で i自生

的」な運動の塙矢として，産育連運動が，昭和5年以降急速に展開される。鹿

野恵一(鹿野恵造の長男〉がその全村的よびかけの筆頭となる。そして r会
する者約100名，共存同栄の旗じるしの下，若人の熱気に包まれながら，当別

3) Ii'近代日本政治構造の研究』石田雄， p.58. 
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青年産業組合連盟が誕生」したので、ある。

昭和7年には「経済更生運動」が提起され「国民更生運動週間」の設立によ

って r運動」が作り上げられて行くのである。 r経済更生運動」の当別にお
ける展開は，同年には役場主催の「講演会，講習会，協議会等開催」にとどま

るが 8年には「当別村経済更生計画委員会規定」が設定され， 10年には更生

村指定を受け，計画樹立に向う。

一方，政府の「経済更生計画」の推進と産業組合拡充政策を受けて，道庁産

業組合課は産組中央会道支会との連繋の下にその指導を強化していた。当別村

においてこれを受けて五組合の合併が実現するのは 8年である。 7年の産組法

改訂(実行組合の産組への法人加入容認〉による全農家「丸がかえ」の実現，

そして産組合併によって「農村経済ノ自治統制」の機構が作り上げられる。

このような矢継早の再編策の進行のなかで，崩壊の危機に頻していた村落支

配構造は，再び I. JI型支配層を中核として編成を完了する。 r公正会」は昭
和7年の村議選を最後に解消し r公正会」の推す吉原村長は一期のみでその
任を解かれる。そして「後任村長は無条件で私(鹿野恵造:引用者〉に委せる

という村会の話合い1がつき，更に昭和15年には，病没の白戸村長の後任とし
て「挙村一致の形で」鹿野が村長に推されるに至る。

最後に，再編を完了した支配構造の性格について簡単にふれよう。く第11

表〉は昭和10年度の農会の役員構成，そしてく第四表〉は同11年度の産組の役

員構成を示す。自作農の厚い層を加えた形での地主を頂点とするヒエラルヒー

の再建，そして，く第12表>の主な公職の項に示される強力な支配の網の日の

確立を容易に確認しえよう。

4) IF当別町農協史』当別町農協， p.46. 

5) r当別村議会議事録J
6) r合併理由季J(昭和8年4月〕
7)1'鹿野恵、造回想録Jlp. 281. 
8)向上， p.286. 
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第11表昭和10年度当別村農会役員構成

階級階層 所有面積(町〉 元の政派 備考

恵造! 地主 515.畑11.0，日94.0 旧派 E型く 5>の③

伊作| 地主自作 515.畑8.8，間引.3 旧派 W型く 5>の③

T15.1:田9.0，回4.2
共同所有(他l名畑2.8，回5.1)

T15.畑7.2，田0.9，牧場25.0

第 29集北海道大学農経論叢

①会長鹿野

②副会長山田

W型旧派

E型く 8>の③

E節，注の10)

旧派

旧派

E型

IV型

IV型

旧派

公正会

公正会

Tl5.畑11.1

地主

小作

自作?

地主・運送業

地主自作

自作

自作?

地主・医者

自作?百石重次郎

千葉好美

宮本定吉

伊藤金蔵

鍛冶銀二

加藤銀二郎

三ゴ，r コー=と
←ー・口 ぶ入、口

松田美喜太

老川雪房

③評議員

④ 

⑤ 

⑤ 

⑦ 
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⑨ 

⑮ 

@ 

タ

ク

ム

ゲ

ク

ク

タ

タ

。

515.畑29.1，回25.1 旧派 E型

第12表昭和11年度 当別村産業組合役員構成

役職 氏 名!障級車 511年現在の主な公職 に凱界類
組合長鹿野恵、造 i地主 i村議土功組合長農会長 E 

専務倉知白秋 1 自作|村議土功組合役員 W 

理事関 喜八 i自作地主 I(元村議〕土功組合役員実行組合長(長男が) Il 
タ 佐々木藤吉!自作地主 I(元村議〕土功組合長 実行組合長 IV

百石重次郎 i自作地主|村議土功組合役員農会役員実行組合;長 IV
111出 伊作 1地主自作 I(元村議〉土功組合役員長主会役員実行組合長 IV 

山凹竹蔵 l自作| 実行組合長区長 W

石田由松 1 自作| 区長 W

農場
管理人
地主
運送業

師芸作 l自作
大坂勘三郎[自作地主

松岡安治 i自作地主
清野文之防 l自 作
梅枝正治 l自作
倉田弥三郎 i自作
。 田岡政雄|自作
タ 宮本定吉|小作|村議

ク

ク

ク

ク

(前村議〉俊一泉亭そ少

土功組合役員銀ニ JI 

即
日

H
w
w
w
w
w

区長農会役員

土功組合役員

村議

(元村議〕

村議

村議

鍛冶。

ク

監事:

イシ

ク

タ

イシ

実行組合長

長
長
一

ム
口
ム
同
一

組
組
一

行
行
一

実
実
一
員
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役
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ム
E

一

農
一
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(3) むすびにかえて

その出発点において「農村救済」を叫んだように，日本ファシズムが強力な

人民支配体制を完成させる上で不可欠の課題は，農村の最末端まで包摂しうる

機構を作り上げることであった。小稿では，かかるファシズムによる政治構造

の再編の必然性を，当別村の事例分析の中で明らかにすることを課題としてい

た。そしてその結論を，戦前日本の政治構造の基礎をなす地主的支配構造の崩

壊，そして，農村内におけるブルジョア的解決の道の不備のうちに求めたので

ある。

しかしながら，再編された支配構造の性格については，なお解明すべき多く

の論点が残されている。例えば，再編された支配構造は村内支配層自らのカで

可能になったので、はなく，イデオロギー的動員そして強力な官僚統制というフ

ァシズムの「嵐」の中ではじめて可能となるという特質を備えている。また，

今回はふれえなかった農業生産力構造の視点から，ファシズム下の農村の実態

を分析することも不可欠であるO そして，これらは，ファシズムの崩壊の必然

性を明らかにする手だてとなると考えられる。これら残された課題については

「経済更生運動」を直接の対象として，思IJの機会に展開したい。
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